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経 済 産 業 省 

 

２０２５０９３０貿局第３号 

輸出注意事項２０２５第２１号 

輸入注意事項２０２５第１０号 

経済産業省貿易経済安全保障局 

 

 

 「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事

項１２第１２号・輸入注意事項１２第７号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定

する。 

 

    令和７年１０月３日 

 

 

 

経済産業省貿易経済安全保障局長 成田 達治 

 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」等の一部改正について 

 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事

項１２第１２号・輸入注意事項１２第７号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正

する。 

 

 

   附 則 

 この規程は、令和７年１０月１２日から施行する。 
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（別紙１） 

「特定手続等に係る申請者の届出について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○特定手続等に係る申請者の届出について（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項１２第１２号・輸入注意事項１２第７号） 

改 正 後 現   行 

１・２（略） 

３．申請者の届出等 

（１）申請者の届出 

輸出規則第１条の３第１項、輸入規則第２条の３第１項又は貿易外省令第１条の３第

１項に規定する届出(以下「申請者届出」という。）を行おうとする者は、輸出入・港湾関

連情報処理センター株式会社から専用電子計算機を利用するためのＮＡＣＣＳ利用者Ｉ

Ｄを取得した上で、専用電子計算機に備えられたファイルに以下の必要事項を記録する

とともに、(3)に掲げる書類等を電子メールに添付して５．受付窓口へ提出することによ

り、経済産業大臣に届け出るものとする。なお、(3)に掲げる書類等については、専用電

子計算機に記録する機能が整備された場合においては、当該書類等に記載された情報を

専用電子計算機に備えられたファイルに記録することにより届け出ることができるもの

とする。ただし、法人の場合であって、当該法人の代表権を有する者から特定手続等を行

うことを委任された当該法人の代表権を有しない従業者（以下「被委任者」という。）が

届出を行おうとする場合にあっては、当該法人の代表者が被委任者を届け出るものとし、

当該法人の代表者が届け出る時又は届け出た後に行わなければならない。 

（必要事項）利用者コード、識別番号、申請者名称、申請者役職名、申請者氏名、申請

者住所、申請者郵便番号、申請者電話番号、申請者FAX番号（任意）、申請

者メールアドレス、有効開始年月日、法人番号、申請者名称（英文）（任意） 

 

（２）届出の効果 

輸出規則第１条の３第１項並びに第２項、輸入規則第２条の３第１項並びに第２項及

び貿易外省令第１条の３第１項並びに第２項の届出を行った者は、他の届出も行ったも

のとみなす。 

 

（削る） 

 

（３）申請者届出の添付書類 

（削る） 

① （略） 

１・２（略） 

３．申請者の届出等 

（１）申請者の届出 

輸出規則第１条の３第１項、輸入規則第２条の３第１項又は貿易外省令第１条の３第

１項に規定する届出(以下「申請者届出」という。）を行おうとする者は、輸出入・港湾関

連情報処理センター株式会社から専用電子計算機を利用するためのＮＡＣＣＳ利用者Ｉ

Ｄを取得した上で、輸出規則別表第６、輸入規則別表第３又は貿易外省令別紙様式第６

の３による申請者届出書（以下「申請者届出書」という。）１通に必要事項を記入し、(4)

に掲げる書類等を添付して、経済産業大臣に届け出るものとする。ただし、法人の場合で

あって、当該法人の代表権を有する者から特定手続等を行うことを委任された当該法人

の代表権を有しない従業者（以下「被委任者」という。）が届出を行おうとする場合にあ

っては、当該法人の代表者が被委任者を届け出るものとし、当該法人の代表者が届け出

る時又は届け出た後に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（２）届出の効果 

輸出規則別表第６、輸入規則別表第３又は貿易外省令別紙様式第６の３のうち、いず

れかの様式による届出を行った者は、輸出規則第１条の３第４項、輸入規則第２条の３

第４項及び貿易外省令第１条の３第４項の規定により、他の様式による届出も行ったも

のとみなす。 

（３）届出の方法 

（１）の届出は、５．の受付窓口への郵送又は電子メールによるものとする。 

（４）申請者届出書の添付書類等 

① 届出理由書（別紙参考様式１） １通 

② （略） 
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（注）（略） 

② 授権証明書（別紙参考様式（法人であって、被委任者を届け出るときに限る。）） 

１通  

（削る） 

 

４．届出事項等の変更又は電子情報処理組織の使用の廃止の届出 

（１）申請者届出の変更又は電子情報処理組織の使用の廃止の手続 

申請者届出を行った者は、届け出た事項に変更（郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号

及び電子メールアドレスの変更を含む。）があったとき又は電子情報処理組織の使用

を廃止しようとするときは、専用電子計算機に備えられたファイルに変更事項を記録

又は廃止の旨を記録するとともに、(2)に掲げる書類等を電子メールに添付して５．

受付窓口へ提出することにより、経済産業大臣に届け出るものとする。なお、(2)に

掲げる書類等については、専用電子計算機に記録する機能が整備される場合において

は、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する

ことにより届け出ることができるものとする。ただし、法人の場合にあっては、当該

法人の代表者が届出を行うものとする。 

（削る） 

 

（２） 申請者届出の添付書類等（届出事項の変更の場合のみ） 

 （削る） 

①（略） 

② 授権証明書（別紙参考様式（法人の場合であって、被委任者を変更したときに限

る。）） １通 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

５．受付窓口 

申請者届出の添付書類の受付窓口は次のとおりとする。 

経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化推進室 

 

 

（注）（略） 

③ 委任状（別紙参考様式２（法人であって、被委任者を届け出るときに限る。）） １

通 

（５）申請者届出書の記載要領 

申請者届出書の記載要領については、別紙によるものとする。 

４．届出事項等の変更又は電子情報処理組織の使用の廃止の届出 

（１）申請者届出書による手続 

申請者届出を行った者は、届け出た事項に変更（郵便番号、電話番号、ＦＡＸ番号

及び電子メールアドレスの変更を含む。）があったとき又は電子情報処理組織の使用

を廃止したときは、申請者届出書１通に必要事項を記入し、次の①から③に規定する

要領で、経済産業大臣に届け出るものとする。ただし、法人の場合にあっては、当該

法人の代表者が届出を行うものとする。 

 

 

 

 

① 届出の方法 

届出は、５．の受付窓口への郵送又は電子メールによるものとする。 

② 添付書類等（届出事項の変更の場合のみ） 

（イ）届出理由書（様式自由） １通 

（ロ）（略） 

（ハ）委任状（別紙参考様式２（法人の場合であって、被委任者を変更したときに限

る。）） １通 

③ 記載要領 

申請者届出書の記載要領については、別紙によるものとする。 

（２）変更事項の専用電子計算機に備えられたファイルへの反映 

（１）の手続による届出をする者は、当該届出に係る変更事項を専用電子計算機に備え

られたファイルへ反映する希望日を、経済産業大臣に届け出ることができる。 

５．受付窓口 

申請者届出書の受付窓口は次のとおりとする。 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課電子化・効率化推進室 

〒１００－８９０１ 

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子メールアドレス ： bzl-qqfcbj@meti.go.jp 

 

別紙 

申請者届出書の記載要領 

１．「届出者氏名又は名称及び代表者の氏名」及び「届出者住所」の欄 

「氏名又は名称及び代表者の氏名」の欄は、個人の場合は本人、法人の場合は代表権者に

限ることとし、住所は、個人の場合は当該本人の居住地、法人の場合は当該法人の本社

の所在地を記載すること。 

２．「名称（会社名）」の欄 

個人の場合は、記載しないこと。 

３．「郵便番号」及び「住所」の欄 

（１）個人の場合は当該本人の居住地の、法人の場合は当該法人の本社の所在地 

（被委任者に係る届出のときは当該被委任者の勤務地）の郵便番号及び住所を記載する

こと。） 

（２）法人の場合であって、届出に係る者が複数あるときは、申請者届出書の１枚目に本

社の所在地の郵便番号及び住所又は被委任者のうち１人の勤務地の郵便番号及び住所

を、被委任者用様式に残りの代表権者又は被委任者の勤務地の郵便番号及び住所を記

載すること。 

４．「氏名」及び「役職」の欄 

（１）個人の場合は当該個人の氏名のみを、法人の場合は代表権者（被委任者に係る届出

のときは当該被委任者）の氏名及び役職を記載すること。 

（２）法人の場合であって、届出に係る者が複数あるときは、申請者届出書の１枚目に代

表権者又は被委任者のうち１人の氏名及び役職を、被委任者用様式に残りの代表権者

又は被委任者の氏名及び役職を記載すること。 

５．「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」の欄 

連絡のための電話番号及びＦＡＸ番号を記載すること。 

６．「電子メールアドレス」の欄 

連絡のための電子メールアドレスを記載すること。なお、当該申請者が電子情報処理組

織を使用して申請を行う場合は、当該電子メールアドレス宛に審査状況を通知する。 

７．「JASTPROコード」の欄 

届出者が財団法人日本貿易関係手続簡易化協会が交付する「日本輸出入者標準コード

（JASTPROコード）」を有している場合に、記載すること。 

８．「NACCS利用者ID」の欄 

mailto:bzl-qqfcbj@meti.go.jp


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔別紙参考様式〕 

授権証明書 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣 殿 

住 所 

会社名 

役職・代表者氏名 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社に NACCS 外為法関連業務の利用申し込み

を行い、取得したNACCS利用者IDを必ず記載すること。なお、法人の場合は代表権者

の NACCS利用者 IDを記載し、被委任者の NACCS利用者 IDを被委任者欄に記載するこ

と。 

９．「備考」の欄 

（１）申請者届出書を作成した担当者の氏名及び連絡先を記載すること。 

（２）届け出た事項を変更しようとする場合、変更事項及び当該変更事項を指定電子計

算機に備えられたファイルへ反映する希望日を記載すること。 

（３）法人にあっては、法人番号を記載すること。 

 

 

〔別紙参考様式①〕  

届 出 理 由 書 

 年 月 日  

経 済 産 業 大 臣 殿  

住 所  

会社名  

役職・代表者氏名 

  

当社は、・・・・・、・・・・・等の貨物の輸出（入）を行っており、ＮＡＣ ＣＳ貿易

管理サブシステムを利用して輸出貿易管理令別表第１（、別表第２、輸 入貿易管理令、

外国為替令）に掲げる貨物の輸出許可（、輸出承認、輸入承認） （役務取引許可）申請

を行いたいため、申請者届出をいたします。 なお、当社の輸出（入）許可（承認）申請

実績については、○○年度（～△△ 年度）で××件となっております。 

 

 

〔別紙参考様式②〕 

委 任 状 

年 月 日 

経 済 産 業 大 臣 殿 

住 所 

会社名 

役職・代表者氏名 
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私は、次の者に、私に代わって電子情報処理組織を使用して行う外国為替及び外国貿

易法に基づく許可等の申請手続に係る業務について、一切の権限を付与していることを

証明します。 

（削る） 

役職・氏名 

住 所 

 

私は、次の者に、電子情報処理組織を使用して行う外国為替及び外国貿易法に基づく許

可等の申請手続に係る業務について、一切の権限を委任します。 

 

会社名 

役職・被委任者氏名 

住 所 
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（別紙２） 

「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について（平成１２年３月３１日付け輸出注意事項１２第１５号・輸入注意事項１２第８号） 

改 正 後 現   行 

１ （略）  

２ 電子申請の取扱い 

（１）（略） 

電子申請の運用については、この通達によるほか、特定手続等が書面の提出により行

われる場合に適用される通達その他関連する通達等によるものとする。その場合、「書」

又は「書類」等には当該「書」又は「書類」等に記載された事項の電子的な情報を含む

こととし、かつ、「提出」には「特定入出力装置から入力し、専用電子計算機に備えら

れたファイルに記録」も含むこととする。 

（２）受入可能容量 

１件の電子申請において、専用電子計算機に備えられたファイルに一度に記録するこ

とができる情報の量（以下「受入可能容量」という。）は、合計３０メガバイトかつフ

ァイル数は最大９９までとする。 

（３）・（４）（略） 

３ 代理者による電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）（１）の規定により代理者に電子申請を行わせる場合には、次の方法により委任用パ

スワードの通知を受けなければならない。 

（イ）申請者本人は、委任用パスワード発行依頼書に、必要事項を記入し、申請者本人

の記名を行った書類（以下「発行依頼書」という。）及びその発行依頼書の内容が事

実であることを証する委任状を経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理

課電子化・効率化推進室（以下「電子化・効率化推進室」という。）に提出するもの

とする。 

（ロ）電子化・効率化推進室は、（イ）の依頼を受理したときには、申請者本人に、代理

者が電子申請を行うときに使用する委任用パスワードを有効期限を付して通知する

ものとする。 

（ハ）（略） 

（３）代理者は、電子申請にあたって、専用電子計算機に備えられたファイルから入手し

た各種申請様式に対して、次の方法により入力あるいは選択をしなければならない。 

 

１ （略）  

２ 電子申請の取扱い 

（１）電子申請の運用 

電子申請の運用については、この通達によるほか、特定手続等が書面の提出により行

われる場合に適用される通達等によるものとする。その場合、「書」又は「書類」等に

は当該「書」又は「書類」等に記載された事項の電子的な情報を含むこととし、かつ、

「提出」には「特定入出力装置から入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記

録」も含むこととする。 

（２）受入可能容量 

１件の電子申請において、専用電子計算機に備えられたファイルに記録することがで

きる情報の量（以下「受入可能容量」という。）は、１０メガバイトまでとする。 

 

（３）・（４）（略） 

３ 代理者による電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）（１）の規定により代理者に電子申請を行わせる場合には、次の方法により委任用パ

スワードの通知を受けなければならない。 

（イ）申請者本人は、委任用パスワード発行依頼書に、必要事項を記入し、申請者本人

の記名を行った書類（以下「発行依頼書」という。）及びその発行依頼書の内容が事

実であることを証する委任状を経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管

理課（以下「貿易管理課」という。）に郵送又は提出するものとする。 

 

（ロ）貿易管理課は、（イ）の依頼を受理したときには、申請者本人に、代理者が電子

申請を行うときに使用する委任用パスワードを有効期限を付して通知するものと

する。 

（ハ）（略） 

（３）代理者は、電子申請にあたって、専用電子計算機に備えられたファイルから入手し

た各種申請様式の「委任パスワード」の項目に、（２）の規定により申請者本人に通知

された委任用パスワードを入力するとともに、各種申請様式の「申請者区分」及び「申
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（イ）「委任パスワード」の項目に、（２）の規定により申請者本人に通知された委任用パ

スワードを入力するとともに、各種申請様式の「申請者区分」及び「申請者コード」

の項目に、申請者本人及び代理者の申請者区分及び「申請者コード」を入力しなけれ

ばならない。 

（ロ）「申請者区分」で代理申請者を選択して委任する者を選択しなければならない。 

いずれの場合も、「申請者区分」の項目については、申請者本人については「委任」

とし、代理者については「代理」とする。 

（４）（略） 

４ 特定代理者による電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）特定代理者は、電子申請にあたって、専用電子計算機に備えられたファイルから入

手した各種申請様式の「申請者区分」の項目で「委任（特定）」を指定、もしくは代理

申請者（特定）を選択しなければならない。また、各種申請様式の「特定代理の申請

者」の項目に、輸出者本人の名称を入力しなければならない。 

（３）（略） 

５ 輸出許可及び輸出承認に係る電子申請の手続  

（１）輸出許可の電子申請 

①（略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した輸出

許可申請様式にある申請項目に、別表第１に規定する申請項目の内容を、当該項目

の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し

なければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える

場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に

当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には

「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

請者コード」の項目に、申請者本人及び代理者の申請者区分及び「申請者コード」を

入力しなければならない。この場合、「申請者区分」の項目については、申請者本人に

ついては「委任」とし、代理者については「代理」としなければならない。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（４）（略） 

４ 特定代理者による電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）特定代理者は、電子申請にあたって、専用電子計算機に備えられたファイルから入

手した各種申請様式の「申請者区分」の項目で「委任（特定）」を指定しなければなら

ない。また、各種申請様式の「特定代理の申請者」の項目に、輸出者本人の名称を入

力しなければならない。 

（３）（略） 

５ 輸出許可及び輸出承認に係る電子申請の手続 

（１）輸出許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した輸出

許可申請様式に、電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目につ

いて（平成２２年２月１６日付け輸出注意事項２２第４号・輸入注意事項２２第５

号。以下「申請項目通達」という。）に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当

該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに

記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を

超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備

考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には「00」）

を入力するものとする。 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任
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④（略） 

⑤ ④の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、輸出許可の電子申請を行った後に、追加的に書類又は資

料（以下「書類等」という。）の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるも

のとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式にあ

る申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するととも

に、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録す

る。 

（ロ）（略） 

⑦ ⑤及び⑥（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を妨

げない。 

⑧ 申請者本人又は代理者は、輸出許可の電子申請が受理されてから専用電子計算機に輸

出許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受付窓

口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した輸

出許可申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修

正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

（２）輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから

入手した輸出承認申請様式にある申請項目に、別表第２に規定する申請項目の内容

を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文

字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式

の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄

には「00」）を入力するものとする。 

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 

⑤（略） 

⑥ ⑤の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、輸出許可の電子申請を行った後に、追加的に書類又は資

料（以下「書類等」という。）の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるも

のとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該項

目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子計算

機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ ⑥及び⑦（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人又は代理者は、輸出許可の電子申請が受理されてから専用電子計算機に

輸出許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受

付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルから入手

した輸出許可申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能

な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録しなければならない。 

（２）輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから

入手した輸出承認申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項

目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の

文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様

式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならな

い。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には「00」）

を入力するものとする。 
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（削る） 

 

 

④ （略） 

⑤ ④の書類を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受付通知の写しを

添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、輸出承認の電子申請を行った後に、追加的

に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式にあ

る申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するととも

に、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録す

る。 

（ロ）（略） 

⑦ ⑤及び⑥（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑧ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、輸出承認の電子申請が受理されてから専用

電子計算機に輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該

電子申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファ

イルから入手した輸出承認申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の属性

及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

（３）電子許可等情報の内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、電子許可等情報の訂正申請をしようとする

ときは、輸出に係る原許可等情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手し、申請項目のうち訂正可能な項目を再入力し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、再入力すべき情報の文字

数が当該訂正が必要な項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報

を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての

情報を入力しなければならない。 

③・④（略） 

⑤ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、電子許可等情報の訂正申請を行った後に、

追加的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

④ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請

項目のうち任意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子

計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受付通知の写しを

添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、輸出承認の電子申請を行った後に、追加的

に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式

に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を

当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用

電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ ⑥及び⑦（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人、代理者又は特定代理者は、輸出承認の電子申請が受理されてから専用

電子計算機に輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該

電子申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファ

イルから入手した輸出承認申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目の

うち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（３）電子許可等情報の内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、電子許可等情報の訂正申請をしようとする

ときは、輸出に係る原許可等情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手し、申請項目通達に規定する申請項目のうち訂正可能な項目を

再入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、

再入力すべき情報の文字数が当該訂正が必要な項目の文字数を超える場合には、当

該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を

明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③・④（略） 

⑤申請者本人、代理者又は特定代理者は、電子許可等情報の訂正申請を行った後に、追

加的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 
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（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式

にある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力する

とともに、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑥ ④及び⑤（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑦（略） 

６ 輸入承認、輸入割当て及び事前確認に係る電子申請の手続 

（１）輸入承認又は輸入割当てに係る電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した輸入

承認・割当申請様式、輸入承認申請様式及び輸入二号承認申請様式にある申請項目

に、別表第３に規定する申請項目の内容を、当該項目の属性及び文字数に従って入

力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、

入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲

内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、

すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄

には「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

 

 

④（略） 

⑤ ④の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、輸入承認又は輸入割当ての電子申請を行った後に、追加

的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該資料に記載され

た情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式

に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目

を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を

専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑥ ④及び⑤(ﾛ)の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を妨

げない。 

⑦（略） 

６ 輸入承認、輸入割当て及び事前確認に係る電子申請の手続 

（１）輸入承認又は輸入割当てに係る電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した輸入

承認・割当申請様式、輸入承認申請様式及び輸入二号承認申請様式に、申請項目通

達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って

入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、

入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲

内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、

すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には「00」）

を入力するものとする。 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録するものとする。 

⑤（略） 

⑥ ⑤の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、輸入承認又は輸入割当ての電子申請を行った後に、追加

的に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該資料に記載された情報を専用電子計

算機に備えられたファイルに記録する。 
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（ロ）（略） 

⑦ ⑤及び⑥（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑧ 申請者本人又は代理者は、輸入承認又は輸入割当ての電子申請が受理されてから専

用電子計算機に輸入承認情報又は輸入割当情報が記録されるまでに申請内容の修正

を行う場合は、当該電子申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算

機に備えられたファイルから入手した輸入承認申請情報又は輸入割当申請情報につ

いて、補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計

算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

（２）事前確認に係る電子申請 

① 輸入令第４条第２項の規定による手続であって輸入公表（昭和４１年通商産業省告

示第１７０号）三の規定による確認の電子申請の受付及び確認事務は、書面の提出

により行われる場合に適用される通達等に規定する事務の区分により、経済産業局

若しくは沖縄総合事務局の商品輸入担当課、貿易経済安全保障局貿易管理部農水産

室、貿易経済安全保障局貿易管理部野生動植物貿易審査室又は産業保安・安全グル

ープ化学物質管理課が行う。 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事前

確認申請様式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用

電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、入力すべき

情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を

入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情

報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄に

は「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

 

 

④ （略） 

⑤ ④の書類又は原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、事前確認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提

（ロ）（略） 

⑧ ⑥及び⑦（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人又は代理者は、輸入承認又は輸入割当ての電子申請が受理されてから専

用電子計算機に輸入承認情報又は輸入割当情報が記録されるまでに申請内容の修正

を行う場合は、当該電子申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算

機に備えられたファイルから入手した輸入承認申請情報又は輸入割当申請情報につ

いて、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能な項目を、当該項目の属性

及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

（２）事前確認に係る電子申請 

① 輸入令第４条第２項の規定による手続であって輸入公表（昭和４１年通商産業省告

示第１７０号）三の規定による確認の電子申請の受付及び確認事務は、書面の提出

により行われる場合に適用される通達等に規定する事務の区分により、経済産業局

若しくは沖縄総合事務局の商品輸入担当課、貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審

査課、貿易経済安全保障局貿易管理部農水産室、貿易経済安全保障局貿易管理部野

生動植物貿易審査室又は産業保安・安全グループ化学物質管理課が行う。 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事前

確認申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項

目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録

しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超え

る場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」

に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には「00」）

を入力するものとする。 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類又は原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、事前確認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提
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出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様にあ

る申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するととも

に、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録

する。 

（ロ）（略） 

⑦ ⑤及び⑥（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑧ 申請者本人又は代理者は、事前確認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に

確認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受付窓口

から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事前

確認申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正

し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

（３）電子承認・割当情報の内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、電子承認・割当情報の訂正申請をしようとするときは、

輸入に係る原承認・割当情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたフ

ァイルから入手し、訂正可能な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録するものとする。ただし、再入力すべき情報の文字数が当該訂正に必要

な項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、

申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければ

ならない。 

③ ・④（略） 

⑤ 申請者本人又は代理者は、電子承認・割当情報の訂正申請を行った後に、追加的に

書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記

録する。 

（ロ）（略） 

⑥ ・⑦ （略） 

７ 役務取引許可に係る電子申請の手続 

出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ ⑥及び⑦（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人又は代理者は、事前確認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に

確認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申請の受付窓口

から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事前

確認申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目のうち補正可能な項目を、当

該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記

録しなければならない。 

（３）電子承認・割当情報の内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、電子承認・割当情報の訂正申請をしようとするときは、

輸入に係る原承認・割当情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたフ

ァイルから入手し、申請項目通達に規定する申請項目のうち訂正可能な項目を再入

力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、再入

力すべき情報の文字数が当該訂正に必要な項目の文字数を超える場合には、当該文

字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示

した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③ ・④（略） 

⑤ 申請者本人又は代理者は、電子承認・割当情報の訂正申請を行った後に、追加的に

書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑥ ・⑦ （略） 

７ 役務取引許可に係る電子申請の手続 
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（１）役務取引許可の電子申請 

①（略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した役務

取引許可申請様式にある申請項目に、別表第４に規定する申請項目の内容を、当該項目

の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合に

は、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目

を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄

には「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

 

 

④ 輸出承認の電子申請にあたっては、運用通達２－１（２）（ニ）に規定する書類及び

原本証明書を提出又は当該書類及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機

に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、原本の提出を求められた場

合には、当該原本を提出するものとする。 

⑤ ④の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、役務取引許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を 行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、当該書類等に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記

録する。 

（ロ）（略） 

⑦ ⑤及び⑥（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人又は代理者は、役務取引許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に役務取引許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル

から入手した役務取引許可申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の属性

（１）役務取引許可の電子申請 

①（略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した役務

取引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当

該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに

記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を

超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備

考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には

「00」）を入力するものとする。 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 

⑤ 輸出承認の電子申請にあたっては、運用通達２－１(2)(ﾆ)に規定する書類及び原本

証明書を提出又は当該書類及び原本証明書に記載された情報を専用電子計算機に備

えられたファイルに記録するものとする。ただし、原本の提出を求められた場合に

は、当該原本を提出するものとする。 

⑥ ⑤の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、役務取引許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を 行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ ⑥及び⑦（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を

妨げない。 

⑨ 申請者本人又は代理者は、役務取引許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に役務取引許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル

から入手した役務取引許可申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目の
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及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

（２）電子役務取引許可情報の有効期間の延長又は内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、電子役務取引許可情報の訂正申請をしようとするときは、

役務取引原許可情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手し、訂正可能な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記

録するものとする。ただし、再入力すべき情報の文字数が当該訂正が必要な項目の

文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様

式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならな

い。なお、役務取引許可申請のうち、プログラムに係る申請の場合は、運用通達１

－１（２）（ハ）（ａ）に規定する書類の写しを添付することをもって、これに代え

ることができる。 

③ ・④（略） 

⑤ 申請者本人又は代理者は、電子役務取引許可情報の訂正申請を行った後に、追加的

に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、当該資料に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録

する。 

（ロ）（略） 

⑥・⑦（略） 

８ 一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可に係る電子申請の手続 

（１）一般包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられた申請者情報入力欄に、包括

許可取扱要領Ⅰ２（２）①に規定する該非確認責任者及び統括責任者に関する情報

を入力した後、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可申請様式又は一般包括役務取引許可申請様

式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機

に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

うち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（２）電子役務取引許可情報の有効期間の延長又は内容の訂正の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、電子役務取引許可情報の訂正申請をしようとするときは、

役務取引原許可情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手し、申請項目通達に規定する申請項目のうち訂正可能な項目を再入力し、専

用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、再入力すべき

情報の文字数が当該訂正が必要な項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範

囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、

すべての情報を入力しなければならない。なお、役務取引許可申請のうち、プログ

ラムに係る申請の場合は、運用通達１－１(2)(ﾊ)(a)に規定する書類の写しを添付

することをもって、これに代えることができる。 

③ ・④（略） 

⑤ 申請者本人又は代理者は、電子役務取引許可情報の訂正申請を行った後に、追加的

に書類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該資料に記載された情報を専用電子計

算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑥・⑦（略） 

８  一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可に係る電子申請の手続 

（１）一般包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられた申請者情報入力欄に、包括

許可取扱要領Ⅰ２（２）①に規定する該非確認責任者及び統括責任者に関する情報

を入力した後、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可申請様式又は一般包括役務取引許可申請様

式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目の属性及

び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければ

ならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に
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合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄

には「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

 

 

④ 申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載さ

れた情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

（ロ）（略） 

⑤ ④（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を妨げな

い。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に一般包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイ

ルから入手した一般包括許可申請情報について、申請項目のうち補正可能な項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイル

に記録しなければならない。 

（２）特別一般包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特別

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請様式又は特別一般包括

役務取引許可申請様式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力

し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものと

する。 

（削る） 

 

 

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には

「00」）を入力するものとする。 

④ 申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任意申請項目

を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録するものとする。 

⑤ 申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑥ ⑤（ロ）の郵送又は提出においては、返却を要しない書類等の原本の提出を妨げな

い。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、一般包括許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に一般包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイ

ルから入手した一般包括許可申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目

のうち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計

算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（２）特別一般包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特別

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可申請様式又は特別一般包括

役務取引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイル

に記録しなければならない。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものとする。 

 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 
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④ （略） 

⑤ ④の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書

類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載さ

れた情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

（ロ）（略） 

⑦（略） 

⑧ 申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請が受理されてから専用電子

計算機に特別一般包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、

当該電子申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手した特別一般包括許可申請情報について、補正可能な項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイル

に記録しなければならない。 

（３）特定包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特定

包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請様式にある申請項目を、当該項目の属

性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

③ （略） 

（削る） 

 

 

④ （略） 

⑤ ④の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書

類等の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ （略） 

⑨ 申請者本人又は代理者は、特別一般包括許可の電子申請が受理されてから専用電子

計算機に特別一般包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、

当該電子申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手した特別一般包括許可申請情報について、申請項目通達に規定

する申請項目のうち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、

専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（３）特定包括許可の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特定

包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請様式に、申請項目通達に規定する申請

項目のうち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子

計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

③ （略） 

④ 申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類及び原本証明書を提出する場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請を行った後に、追加的に書類等

の提出を行う場合には、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、
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ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載さ

れた情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

（ロ）（略） 

⑧（略） 

⑨ 申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に特定包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイ

ルから入手した特定包括許可申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の属

性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

（４）電子包括許可情報の変更の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、包括原許可情報の内容の変更の申請（以下「電子包括許

可情報の変更申請」という。）をしようとするときは、包括原許可情報に対応する申

請情報を専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、当該情報に係る変更可

能な項目のうち変更が必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファイ

ルに記録するものとする。当該変更の電子申請の取扱いは、一般包括許可、特別一

般包括許可又は特定包括許可の申請の種類に応じ（１）、（２）又は（３）に規定す

るところに準ずるものとする。ただし、１８（１）の規定により分割交付された一

般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可証、特別一般包括輸出・役務

（使用に係るプログラム）取引許可証、特定包括輸出許可証又は特定包括輸出・役

務取引許可証（以下「分割許可証」という。）を有する場合にあっては分割許可証の

写しを当該電子申請の受付窓口に提出若しくは分割許可証に記載された情報を専用

電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

（５）電子包括許可情報の更新の申請 

① 申請者本人又は代理者は、包括許可情報の更新申請をしようとするときは、包括原

許可情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、

当該情報に係る更新可能な項目のうち更新が必要な項目を再入力し、専用電子計算

機に備えられたファイルに記録するものとする。一般包括許可、特別一般包括許可

又は特定包括許可の更新の電子申請の取扱いは、当該申請の種類に応じ（１）、（２）

又は（３）に規定するところに準ずるものとする。 

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を専用電子

計算機に備えられたファイルに記録する。 

（ロ）（略） 

⑧ （略） 

⑨ 申請者本人又は代理者は、特定包括許可の電子申請が受理されてから専用電子計算

機に特定包括許可情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子

申請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイ

ルから入手した特定包括許可申請情報について、申請項目通達に規定する申請項目

のうち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計

算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（４）電子包括許可情報の変更の申請 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、包括原許可情報の内容の変更の申請（以下「電子包括許

可情報の変更申請」という。）をしようとするときは、包括原許可情報に対応する申

請情報を専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、申請項目通達に規定す

る申請項目のうち当該情報に係る変更可能な項目のうち変更が必要な項目を再入力

し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。当該変更の電子

申請の取扱いは、一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可の申請の種類

に応じ（１）、（２）又は（３）に規定するところに準ずるものとする。ただし、１

８（１）の規定により分割交付された一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可証、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可証、特定

包括輸出許可証又は特定包括輸出・役務取引許可証（以下「分割許可証」という。）

を有する場合にあっては分割許可証の写しを当該電子申請の受付窓口に提出若しく

は分割許可証に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する

ものとする。 

（５）電子包括許可情報の更新の申請 

① 申請者本人又は代理者は、包括許可情報の更新申請をしようとするときは、包括原

許可情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたファイルから入手し、

申請項目通達に規定する申請項目のうち当該情報に係る更新可能な項目のうち更新

が必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものと

する。一般包括許可、特別一般包括許可又は特定包括許可の更新の電子申請の取扱

いは、当該申請の種類に応じ（１）、（２）又は（３）に規定するところに準ずるも
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（削る） 

 

 

 

 

 

９ 一般包括輸出承認、特定包括輸出承認に係る電子申請の手続 

（１）一般包括輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人（法人の場合は、代表権を有する者に限る。以下、９において同じ。）は、

専用電子計算機に備えられたファイルから入手した一般包括輸出承認申請様式にあ

る申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録しなければならない。 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものと

する。 

（削る） 

 

 

④ （略） 

⑤ ④の書類の原本の提出を求められた場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人は、一般包括輸出承認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提出

を行う場合には専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加

申請様式にある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等

に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

⑦ （略） 

⑧ 申請者本人は、一般包括輸出承認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に一

般包括輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル

のとする。 

② ①において、包括取扱要領Ⅱ１０（２）及びⅢ１０（２）の規定に基づき更新申請

を行う場合であって、既に交付された当該更新申請に係る特別一般包括許可証又は

特定包括許可証（分割包括許可証を含む。以下「原包括許可証」という。）を有して

いる場合は、当該原包括許可証の写しを当該更新申請の受付窓口に提出若しくは原

包括許可証に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するも

のとする。 

９  一般包括輸出承認、特定包括輸出承認に係る電子申請の手続 

（１）一般包括輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人（法人の場合は、代表権を有する者に限る。以下、９において同じ。）は、

専用電子計算機に備えられたファイルから入手した一般包括輸出承認申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字

数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものとする。 

 

④ 申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任意申請項目

を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類の原本の提出を求められた場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人は、一般包括輸出承認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提出

を行う場合には専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加

申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要

項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を

専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

⑧ （略） 

⑨ 申請者本人は、一般包括輸出承認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に一

般包括輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル
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から入手した一般包括輸出承認申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の

属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。 

（２）特定包括輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人（法人の場合は、代表権を有する者に限る。以下、９において同じ。）は、

専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特定包括輸出承認申請様式にあ

る申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録しなければならない。 

 

③ ②に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しない場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものと

する。 

（削る） 

 

 

④ （略） 

⑤ ④の書類の原本の提出を求められた場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑥ 申請者本人は、特定包括輸出承認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提出

を行う場合には専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加

申請様式にある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等

に記載された情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

⑦ （略） 

⑧ 申請者本人は、特定包括輸出承認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に特

定包括輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル

から入手した特定包括輸出承認申請情報について、補正可能な項目を、当該項目の

属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。 

（３）一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の変更の申請 

① （略） 

から入手した一般包括輸出承認申請情報について、申請項目通達に規定する申請項

目のうち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子

計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（２）特定包括輸出承認の電子申請 

① （略） 

② 申請者本人（法人の場合は、代表権を有する者に限る。以下、９において同じ。）は、

専用電子計算機に備えられたファイルから入手した特定包括輸出承認申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目の属性及び文字

数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

③ ②に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場合に

は、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものとする。 

 

④ 申請者本人は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任意申請項目

を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ ⑤の書類の原本の提出を求められた場合には、整理番号、申請者名等を記載した受

付通知の写しを添付して、当該電子申請の受付窓口に郵送又は提出するものとする。 

⑦ 申請者本人は、特定包括輸出承認の電子申請を行った後に、追加的に書類等の提出

を行う場合には専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加

申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要

項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、当該書類等に記載された情報を

専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

⑧ （略） 

⑨ 申請者本人は、特定包括輸出承認の電子申請が受理されてから専用電子計算機に特

定包括輸出承認情報が記録されるまでに申請内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口からの補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイル

から入手した特定包括輸出承認申請情報について、申請項目通達に規定する申請項

目のうち補正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子

計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

（３）一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の変更の申請 

① （略） 
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② 申請者本人は、一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の内容の変更の申請をしよ

うとするときは、包括原承認情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手し、当該情報に係る変更可能な項目のうち変更が必要な項目を

再入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。当該変更

の電子申請の取扱いは、（１）及び（２）に規定するところに準ずるものとする。 

 

（４）一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の更新の申請 

申請者本人は、一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の更新の申請をしようと

するときは、包括原承認情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたフ

ァイルから入手し、当該情報に係る更新可能な項目のうち更新が必要な項目を再入

力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。一般包括輸出

承認及び特定包括輸出承認の更新の電子申請の取扱いは、（１）及び（２）に規定す

るところに準ずるものとする。 

１０ 許可又は承認等の手続に関連する手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した汎

用申請様式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電

子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、入力すべき情

報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入

力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を

入力しなければならない。 

 

（３）（２）に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しな

い場合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するも

のとする。 

（削る） 

 

 

１１ バーゼル移動書類の交付に係る電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手したバ

ーゼル移動書類交付申請様式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従っ

て入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただ

② 申請者本人は、一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の内容の変更の申請をしよ

うとするときは、包括原承認情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられ

たファイルから入手し、申請項目通達に規定する申請項目のうち当該情報に係る変

更可能な項目のうち変更が必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録するものとする。当該変更の電子申請の取扱いは、（１）及び（２）に

規定するところに準ずるものとする。 

（４）一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の更新の申請 

申請者本人は、一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の更新の申請をしようと

するときは、包括原承認情報に対応する申請情報を専用電子計算機に備えられたフ

ァイルから入手し、申請項目通達に規定する申請項目のうち当該情報に係る更新可

能な項目のうち更新が必要な項目を再入力し、専用電子計算機に備えられたファイ

ルに記録するものとする。一般包括輸出承認及び特定包括輸出承認の更新の電子申

請の取扱いは、（１）及び（２）に規定するところに準ずるものとする。 

１０ 許可又は承認等の手続に関連する手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した汎

用申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、当該項目

の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し

なければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える

場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に

当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

 

（３）（２）に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものとす

る。 

（４）申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えら

れたファイルに記録するものとする。 

１１ バーゼル移動書類の交付に係る電子申請の手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手したバ

ーゼル移動書類交付申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請

項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられた
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し、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の

範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上

で、すべての情報を入力しなければならない。 

 

（３）（２）に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しな

い場合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するも

のとする。 

（削る） 

 

 

１２ 再輸出・再販売等に係る事前同意相談 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事

前同意相談申請様式にある申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、

専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、入力す

べき情報の文字数が当該項目の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情

報を入力するとともに、申請様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての

情報を入力しなければならない。 

（３）（２）に規定する申請項目のうち、必須の項目において入力すべき情報が存在しな

い場合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄

には「00」）を入力するものとする。 

（削る） 

 

 

（４）申請者本人又は代理者は、事前同意相談の電子申請が受理されてから専用電子計

算機に事前同意情報が記録されるまでに相談内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手した事前同意相談情報について、補正可能な項目を、当該項目の属性及び文

字数に従って修正し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければなら

ない。 

１３ 電子申請の取下げ申請手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人、代理者又は特定代理者（８及び９に規定する電子申請の取下げ申請の

ファイルに記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目

の文字数を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請

様式の「備考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならな

い。 

（３）（２）に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」を入力するものと

する。 

（４）申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 

１２ 再輸出・再販売等に係る事前同意相談 

（１）（略） 

（２）申請者本人又は代理者は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した事

前同意相談申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち必須申請項目を、

当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイル

に記録しなければならない。ただし、入力すべき情報の文字数が当該項目の文字数

を超える場合には、当該文字数の範囲内で情報を入力するとともに、申請様式の「備

考欄」に当該項目を明示した上で、すべての情報を入力しなければならない。 

（３）（２）に規定する必須申請項目のうち、入力すべき情報が存在しない項目がある場

合には、当該情報が存在しない項目の欄に「－（半角ハイフン）」（国コードの欄には

「00」）を入力するものとする。 

（４）申請者本人又は代理者は、必要に応じ、申請項目通達に規定する申請項目のうち任

意申請項目を、当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備え

られたファイルに記録するものとする。 

（５）申請者本人又は代理者は、事前同意相談の電子申請が受理されてから専用電子計

算機に事前同意情報が記録されるまでに相談内容の修正を行う場合は、当該電子申

請の受付窓口から補正依頼を受けた上で、専用電子計算機に備えられたファイルか

ら入手した事前同意相談情報について、申請項目通達に規定する申請項目のうち補

正可能な項目を、当該項目の属性及び文字数に従って修正し、専用電子計算機に備

えられたファイルに記録しなければならない。 

１３ 電子申請の取下げ申請手続 

（１）（略） 

（２）申請者本人、代理者又は特定代理者（８及び９に規定する電子申請の取下げ申請の
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場合は、申請者本人に限る。）は、電子申請が受理されてから当該申請に係る処分が

行われるまでの間に、当該申請に係る貨物を輸出若しくは輸入する必要がなくなっ

た場合又は役務を提供する必要がなくなった場合その他の事情により当該申請を取

り下げようとするときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した取下

申請様式にある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計

算機に備えられたファイルに記録することにより、経済産業大臣に申請するものと

する。 

（３）（略） 

１４ 経済産業大臣の許可等手続 

（１）・（２）（略） 

（３）貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易検査官室は１０（１）に規定する１

（１）⑦に掲げる届出を受理し、当該届出がＣＰ通達の内容を満たすと認められる

場合には、「輸出管理内部規程受理票【別紙２】」又は「輸出者等概要・自己管理チェ

ックリスト受理票【別紙３】」を届出者に送信するものとする。 

 

 

 

 

１５ 輸出許可証又は輸出承認証の交付等 

（１）輸出許可証又は輸出承認証の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の交付を希望するときは、申請項目において「紙交付希望の有無」の項目を書

面ライセンス希望もしくは「交付形態の選択」を紙書面のライセンスの交付の希望

を選択するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとす

る。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、（イ）の規定による交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられ

場合は、申請者本人に限る。）は、電子申請が受理されてから当該申請に係る処分が

行われるまでの間に、当該申請に係る貨物を輸出若しくは輸入する必要がなくなっ

た場合又は役務を提供する必要がなくなった場合その他の事情により当該申請を取

り下げようとするときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した取下

申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要

項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録することにより、経済産業大臣に申請するものとする。 

（３）（略） 

１４ 経済産業大臣の許可等手続 

（１）・（２）（略） 

（３）貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易検査官室は１０（１）に規定する１

（１）⑦に掲げる届出を受理し、当該届出がＣＰ通達の内容を満たすと認められる

場合には、「輸出管理内部規程受理票【別紙２】」又は「輸出者等概要・自己管理チェ

ックリスト受理票【別紙３】」を届出者に送信するものとする。 

なお 、新たな受理票を受理した届出者は、当該届出前に書面で発行された受理票

を、ＣＰ通達の７に規定する宛先に郵送にて返却する。ただし、旧受理票が本通達の

規定により送信されたものである場合は、当該届出者が新たな受理票を受信した時

点で当該旧受理票は効力を失うものとし、その返却は不要とする。 

１５ 輸出許可証又は輸出承認証の交付等 

（１）輸出許可証又は輸出承認証の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の交付を希望するときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」の項

目に１を入力するものとする。 

 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとす

る。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交付依頼書に記載した
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たファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（２）輸出許可証等の分割交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の分割交付を希望するときは、申請項目において、「紙交付希望の有無」の項目

を電子ライセンス希望もしくは「交付形態の選択」を電子のライセンスの交付の希

望を選択するものとするとともに、申請者本人、代理者又は特定代理者が記名し、

申請種別（輸出許可申請、輸出承認申請、電子許可等情報の訂正申請の別）、必要と

する輸出許可証等の通数、分割を希望する理由及び輸出貨物の貨物名、数量並びに

金額の分割方法を記載した分割交付依頼書（様式自由）を提出するか、又は当該分

割交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するも

のとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の分割交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるもの

とする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、（イ）の規定による分割交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備え

られたファイルに記録する。 

④ ～⑦（略） 

（３）輸出許可証等の部分交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の部分交付を希望するときは、当該取引明細についての項目「取引明細 分割数

量条件」及び「取引明細 分割条件金額」の属性及び文字数に従って、入力するもの

とする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の部分交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるもの

とする。 

情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（２）輸出許可証等の分割交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の分割交付を希望するときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」

の項目に１を入力するとともに、申請者本人、代理者又は特定代理者が記名し、申

請種別（輸出許可申請、輸出承認申請、電子許可等情報の訂正申請の別）、必要とす

る輸出許可証等の通数、分割を希望する理由及び輸出貨物の貨物名、数量並びに金

額の分割方法を記載した分割交付依頼書（様式自由）を提出するか、又は当該分割

交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

とする。 

 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の分割交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるもの

とする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式

に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を

当該項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による分割交付依頼書

に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ～⑦（略） 

（３）輸出許可証等の部分交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定による輸出許可

証等の部分交付を希望するときは、当該取引明細について、申請項目通達に規定す

る「取引明細 分割数量条件」及び「取引明細 分割条件金額」の属性及び文字数に

従って、入力するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報又は承認情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人、代理者又は特定代理者が①の規定

による輸出許可証等の部分交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるもの

とする。 
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（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、（イ）の規定による部分交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備え

られたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（４）輸出許可証等の再発行 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、①の規定による輸出許可証等の再発行を希

望するときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再発行申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えら

れたファイルに記録する。再発行申請にあたっては、紛失した輸出許可証等の写しを書

面で提出又は輸出許可証等の情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録しな

ければならない。 

③ （略） 

（５）（略） 

１６ 輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書の交付等 

（１）輸入承認証・輸入割当証明書の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による輸入承認証・輸入割当

証明書の交付を希望するときは、申請項目において「紙交付希望の有無」の項目を

書面ライセンス希望もしくは「交付形態の選択」を紙書面のライセンスの交付の希

望を選択するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る承認情報又は割当情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による輸入承

認証・輸入割当証明書の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものと

する。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を、必要に応じて当該項目の属性及び文字数に従って入力するとと

もに、（イ）の規定による交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による部分交付依頼書に記載

した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（４）輸出許可証等の再発行 

① （略） 

② 申請者本人、代理者又は特定代理者は、①の規定による輸出許可証等の再発行を希

望するときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再発行申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該項目

の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。

再発行申請にあたっては、紛失した輸出許可証等の写しを書面で提出又は輸出許可証

等の情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

③ （略） 

（５）（略） 

１６ 輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書の交付等 

（１）輸入承認証・輸入割当証明書の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による輸入承認証・輸入割当

証明書の交付を希望するときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」の

項目に１を入力するものとする。 

 

③ 電子申請後、当該申請に係る承認情報又は割当情報が専用電子計算機に備えられた

ファイルに記録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による輸入承

認証・輸入割当証明書の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものと

する。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交付依頼書に記載した

情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 
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（２）確認書の交付 

① １４の規定にかかわらず、経済産業大臣は、６（２）に規定する電子申請を確認し

たときは、申請者本人又は代理者の求めに応じ、輸入公表三の７に係る貨物（めろ

に限る。）の確認にあっては別紙様式第８による確認書を、輸入公表三の７に係る貨

物（ワシントン条約に係る貨物及び種の保存法に係る貨物に限る。）の確認にあって

は別紙様式第９による確認書を、輸入公表三の７に係る貨物（オゾンに限る。）の確

認にあっては別紙様式第１０による確認書を、輸入公表三の７に係る貨物（冷凍の

かにに限る。）の確認にあっては別紙様式第１１による確認書（以下「確認書」とい

う。）を交付するものとする。 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による確認書の交付を希望す

るときは、申請項目において「紙交付希望の有無」の項目を書面ライセンス希望を

選択するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る確認情報が専用電子計算機に備えられたファイルに記

録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による確認書の交付を希

望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交

付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

④ ・⑤（略） 

（３）輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書の再発行 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、①の規定による輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書

の再発行を希望するときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再

発行申請様式にある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電

子計算機に備えられたファイルに記録する。再発行申請にあたっては、紛失した輸

入承認証・輸入割当証明書又は確認書の写しを書面で提出又は輸入承認証等の情報

を専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。 

 

③ （略） 

（４）（略） 

１７ 役務取引許可証の交付 

（２）確認書の交付 

① １４の規定にかかわらず、経済産業大臣は、６(2)に規定する電子申請を確認したと

きは、申請者本人又は代理者の求めに応じ、輸入公表三の７に係る貨物（めろに限

る。）の確認にあっては別紙様式第８による確認書を、輸入公表三の７に係る貨物

（ワシントン条約に係る貨物及び種の保存法に係る貨物に限る。）の確認にあって

は別紙様式第９による確認書を、輸入公表三の７に係る貨物（オゾンに限る。）の確

認にあっては別紙様式第１０による確認書を、輸入公表三の７に係る貨物（冷凍の

かにに限る。）の確認にあっては別紙様式第１１による確認書（以下「確認書」とい

う。）を交付するものとする。 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による確認書の交付を希望す

るときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」の項目に１を入力するも

のとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る確認情報が専用電子計算機に備えられたファイルに記

録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による確認書の交付を希

望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交付依頼書に記載した

情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（３）輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書の再発行 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、①の規定による輸入承認証・輸入割当証明書又は確認書

の再発行を希望するときは、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再

発行申請様式に、申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の

必要項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられ

たファイルに記録する。再発行申請にあたっては、紛失した輸入承認証・輸入割当

証明書又は確認書の写しを書面で提出又は輸入承認証等の情報を専用電子計算機に

備えられたファイルに記録しなければならない。 

③ （略） 

（４）（略） 

１７ 役務取引許可証の交付 
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（１）役務取引許可証の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による役務取引許可証の交付

を希望するときは、申請項目において「紙交付希望の有無」の項目を書面ライセン

ス希望を選択するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る役務取引許可情報が専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による役務取引

許可証の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交

付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

④ ・⑤（略） 

（２）役務取引許可証の再発行 

①（略） 

② 申請者本人又は代理者は、①の規定による役務取引許可証の再発行を希望するとき

は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再発行申請様式にある申請

項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する。再発行申請にあたっては、紛失した役務取引許可証の写しを書

面で提出又は役務取引許可証の情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録

しなければならない。 

 

③ （略） 

（３）（略） 

１８ 包括輸出許可証の分割交付 

（１）包括輸出許可証の分割 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による包括輸出許可証の分割

交付を希望するときは、申請項目において「紙交付希望の有無」の項目を電子ライ

センス希望を選択するとともに、「分割交付希望通数」の項目に入力するものとす

る。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報が専用電子計算機に備えられたファイルに記

（１）役務取引許可証の交付 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による役務取引許可証の交付

を希望するときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」の項目に１を入

力するものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る役務取引許可情報が専用電子計算機に備えられたファ

イルに記録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による役務取引

許可証の交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、（イ）の規定による交付依頼書に記載した

情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④ ・⑤（略） 

（２）役務取引許可証の再発行 

① （略） 

② 申請者本人又は代理者は、①の規定による役務取引許可証の再発行を希望するとき

は、専用電子計算機に備えられたファイルから入手した再発行申請様式に、申請項

目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該項目の属

性及び文字数に従って入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。

再発行申請にあたっては、紛失した役務取引許可証の写しを書面で提出又は役務取

引許可証の情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならな

い。 

③ （略） 

（３）（略） 

１８ 包括輸出許可証の分割交付 

（１）包括輸出許可証の分割 

① （略） 

② 電子申請と同時に、申請者本人又は代理者が①の規定による包括輸出許可証の分割

交付を希望するときは、申請項目通達に規定する「紙交付希望の有無」の項目に「0：

電子ライセンス希望」を入力するとともに、「分割交付希望通数」の項目に入力する

ものとする。 

③ 電子申請後、当該申請に係る許可情報が専用電子計算機に備えられたファイルに記



27 

録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による包括輸出許可証の

分割交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に

ある申請項目を当該項目の属性及び文字数に従って入力し、(ｲ)の規定による分割

交付依頼書に記載した情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

 

④～⑥ （略） 

（２）（略） 

１９・２０ （略） 

 

別表第１ ５．（１）の輸出許可に係る電子申請手続における申請項目 

 輸出許可の電子申請に係る「申請項目」は以下のとおりとする。なお各項目に設定する

属性及び文字数等並びにその他必要な項目の詳細については、別途公表する。 

申請の項目 内容 

申請者 氏名又は名称及び代表者の氏名、 

住所、電話番号 

取引

の明

細 

買主 氏名又は名称、所在国、住所 

荷受人 同上 

需要者（貨物を費消し、又は加

工する者） 

同上 

仕向地及び経由地 国又は地域名 

商品

内容

明細 

商品名 名称、型式又はモデル番号 

該当項番 輸出令別表第１の貨物番号、省令番号 

数量、価額 数量、単価、総額、合計、単位、建値 

数量及び総額の増減 増減率（％） 

その他必要な項目 この通達によるほか、特定手続等が書面の

提出により行われる場合に適用される通達

その他関連する通達等によるもの 

 

別表第２ ５．（２）の輸出承認に係る電子申請手続における申請項目 

 輸出承認の電子申請に係る「申請項目」は以下のとおりとする。なお各項目に設定する

録されるまでの間に、申請者本人又は代理者が①の規定による包括輸出許可証の

分割交付を希望するときは、次のいずれかの方法によるものとする。 

（イ）（略） 

（ロ）専用電子計算機に備えられたファイルから入手した添付書類等追加申請様式に、

申請項目通達に規定する申請項目のうち、必須申請項目その他の必要項目を当該

項目の属性及び文字数に従って入力し、(ｲ)の規定による分割交付依頼書に記載し

た情報を専用電子計算機に備えられたファイルに記録する。 

④～⑥（略） 

（２）（略） 

１９・２０ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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属性及び文字数等並びにその他必要な項目の詳細については、別途公表する。 

申請の項目 内容 

申請者 氏名又は名称及び代表者の氏名、 

住所、電話番号 

取引

の明

細 

買主 氏名又は名称、所在国、住所 

荷受人 同上 

仕向地及び経由地 国又は地域名 

商品

内容

明細 

商品名 名称、型式又はモデル番号 

該当項番 輸出令別表第２の貨物番号 

数量、価額 数量、単価、総額、合計、単位、建値 

数量及び総額の増減 増減率（％） 

その他必要な項目 この通達によるほか、特定手続等が書面の

提出により行われる場合に適用される通達

その他関連する通達等によるもの 

 

別表第３ ６．（１）の輸入承認・輸入割当 

 輸入承認、輸入割当の電子申請に係る「申請項目」は以下のとおりとする。なお各項目

に設定する属性及び文字数等並びにその他必要な項目の詳細については、別途公表する。 

申請の項目 内容 

申請者 氏名又は名称及び代表者の氏名、 

住所、電話番号 

明細 関税率表の番号 
 

商品名 名称、型及び銘柄 

船積地域（船積港）及び原産地 国又は地域名、港名 

数量（金額） 数量、単位、金額 

総額 
 

その他必要な項目 この通達によるほか、特定手続等が書面

の提出により行われる場合に適用される

通達その他関連する通達等によるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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別表第４ ７．の役務取引許可 

 役務取引許可の電子申請に係る「申請項目」は以下のとおりとする。なお各項目に設定

する属性及び文字数等並びにその他必要な項目の詳細については、別途公表する。 

申請の項目 内容 

申請者 氏名又は名称及び代表者の氏名、 

住所、電話番号 

取引の

概要 

取引の相手方 氏名又は名称、所在国、住所 

役務取引期間  

利用する者 氏名又は名称、所在国、住所 

役務の内容  

取引の相手方が技術情報を受

領する場所 

 

支払等

の関係 

支払・受領の別  

金額  

支払等の相手方 氏名又は名称、所在国、住所 

その他必要な項目 この通達によるほか、特定手続等が書面の

提出により行われる場合に適用される通達

その他関連する通達等によるもの 
 

（新設） 
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（別紙３） 

「電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申告に当たっての裏書情報の記録等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○電子許可・承認・確認に係る貨物の税関への輸出入申告に当たっての裏書情報の記録等について（平成１４年１０月２８日付け輸出注意事項１４第４４号・輸入注意事項１４第４５号） 

改 正 後 現   行 

１ ～３（略）  

４．税関確認のための手続 

（１）通関業者の指定 

輸出入者は、電子許可・承認・確認ごとに電子情報処理組織を使用して行う特定手続等

の運用について（平成１２年３月３１日付輸出注意事項１２第１５号、輸入注意事項１

２第８号、平成１２・０３・ １７貿局第４号。以下「特定手続通達」という。）１４の規

定により経済産業大臣が専用電子計算機に備えられたファイルに記録した許可番号、承

認番号又は確認番号を当該ファイルから特定入出力装置(特定手続通達１（３）に規定す

るもの。以下同じ。）を使用して入手し、電子許可・承認・確認ごとに当該電子許可・承

認・確認に係る貨物の申告者を特定入出力装置を使用して指定し、当該指定の情報を専

用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

（２）許可・承認・確認情報の記録等 

①（略）  

② 申告者は、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された、税関への輸出入申告

をしようとしている貨物に係る許可・承認・確認情報に、裏書情報の各項目について当

該項目の属性及び桁数に従って作成した情報を当該ファイルに追加的に記録しなけれ

ばならない。ただし、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可、特別一

般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び特定包括輸出許可に係る貨物

の税関への輸出入申告にあってはこの限りでない。 

③（略）  

 

（３）許可・承認・確認情報の修正等 

① ・②（略）  

③ ②の訂正又は変更が「輸出貿易管理令第１２条第二号の規定に基づく税関長に対する

経済産業大臣の権限の委任について」(昭和６２年１１月１０日付け６２貿局第４３１

３号、輸出注意事項６２第２１号)第六号の規定の適用を受けるものである場合は、②

の規定は適用しない。なお、この場合、当該規定の権限を行使した税関長は当該権限を

行使した旨の書面を交付するので、当該書面の交付を受けた輸出入者は、当該税関長の

１ ～３（略）  

４．税関確認のための手続 

（１）通関業者の指定 

輸出入者は、電子許可・承認・確認ごとに電子情報処理組織を使用して行う特定手続等

の運用について（平成１２年３月３１日付輸出注意事項１２第１５号、輸入注意事項１

２第８号、平成１２・０３・１７貿局第４号。以下「特定手続通達」という。）１３の規

定により経済産業大臣が専用電子計算機に備えられたファイルに記録した許可番号、承

認番号又は確認番号を当該ファイルから特定入出力装置(特定手続通達１（３）に規定す

るもの。以下同じ。）を使用して入手し、電子許可・承認・確認ごとに当該電子許可・承

認・確認に係る貨物の申告者を特定入出力装置を使用して指定し、当該指定の情報を専

用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。 

 

（２）許可・承認・確認情報の記録等 

①（略）  

② 申告者は、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された、税関への輸出入申告

をしようとしている貨物に係る許可・承認・確認情報に、裏書情報として別表第１に掲

げる各項目を当該項目の属性及び桁数に従って作成した情報を当該ファイルに追加的

に記録しなければならない。ただし、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取

引許可、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び特定包括輸出

許可に係る貨物の税関への輸出入申告にあってはこの限りでない。  

③（略）  

 

（３）許可・承認・確認情報の修正等 

① ・②（略）  

③ ②の訂正又は変更が「輸出貿易管理令第１２条第二号の規定に基づく税関長に対する

経済産業大臣の権限の委任について」(昭和６２年１１月１０日付け６２貿局第４３１

３号、輸出注意事項６２第２１号)第六号の規定の適用を受けるものである場合は、②

の規定は適用しない。なお、この場合、当該規定の権限を行使した税関長は当該権限を

行使した旨の書面を交付するので、当該書面の交付を受けた輸出入者は、当該税関長の
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指示に従い当該書面を経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理課電子化･効率化推進室

まで提出しなければならない。 

④ ②の訂正又は変更が輸入令第１８条第二号の規定の適用を受けるものである場合は、

②の規定は適用しない。なお、この場合、当該規定の権限を行使した税関長は当該権限

を行使した旨の書面を交付するので、当該書面の交付を受けた輸出入者は、当該税関長

の指示に従い当該書面を経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理課電子化･効率化推進

室まで提出しなければならない。  

⑤ 税関への輸出入申告の際、専用電子計算機に備えられたファイルに記録した裏書情報

について、当該裏書情報が真に輸出入申告に当たって記載すべきものであると相違ない

と税関により確認された後、当該裏書情報を訂正又は変更しようとする場合、以下の手

続をとらなければならない。 

（イ） 訂正又は変更を行おうとする者は、当該訂正又は変更しようとする専用電子計算

機に備えられたファイルに記録された裏書情報を書面に出力し、当該書面に税関の

担当官により訂正又は変更しようとする内容について承認及び当該承認の記載を受

け、税関名、訂正又は変更を承認した年月日及び担当官の印を受けた後、速やかに別

表に規定される裏書情報事後訂正(変更)願に必要事項を記入し、（ハ）に掲げる書類

等を添付して、貿易経済安全保障局貿易管理課電子化･効率化推進室に届け出るもの

とする。 

（ロ）（イ）の届出は、電子メールにて行うものとする。 

（ハ）裏書情報事後訂正(変更)願の添付書類等 

（削る） 

（ａ）事実を証する書類（税関の許可通知書、インボイス等）の写し 

（ｂ）税関により訂正又は変更の承認を受けた旨を記載する（イ）に掲げる書面の写

し  

（ｃ）その他、経済産業省が必要に応じて上記（a）(b)の他に書類の提出を求める場

合には、これを提出すること。 

（４）略 

 

(削る) 

 

 

 

 

指示に従い当該書面を経済産業省貿易管理課電子化･効率化推進室まで提出しなけれ

ばならない。 

④ ②の訂正又は変更が輸入令第１８条第二号の規定の適用を受けるものである場合は、

②の規定は適用しない。なお、この場合、当該規定の権限を行使した税関長は当該権限

を行使した旨の書面を交付するので、当該書面の交付を受けた輸出入者は、当該税関長

の指示に従い当該書面を経済産業省貿易管理課電子化･効率化推進室まで提出しなけ

ればならない。  

⑤ 税関への輸出入申告の際、専用電子計算機に備えられたファイルに記録した裏書情報

について、当該裏書情報が真に輸出入申告に当たって記載すべきものであると相違な

いと税関により確認された 後、当該裏書情報を訂正又は変更しようとする場合、以下

の手続をとらなければならない。 

（イ） 訂正又は変更を行おうとする者は、当該訂正又は変更しようとする専用電子計算

機に備えられたファイルに記録された裏書情報を書面に出力し、当該書面に税関の

担当官により訂正又は変更しようとする内容について承認及び当該承認の記載を受

け、税関名、訂正又は変更を承認した年月日及び担当官の印を受けた後、速やかに別

表第２に規定される裏書情報事後訂正(変更)願１通に必要事項を記入し、（ハ）に掲

げる書類等を添付して、貿易経済協力局貿易管理課電子化･効率化推進室に届け出る

ものとする。 

（ロ）（イ）の届出は、４の（４）の受付窓口への郵送によるものとする。 

（ハ）裏書情報事後訂正(変更)願の添付書類等 

（ａ）届出理由書(様式自由) １通 

（ｂ）事実を証する書類（税関の許可通知書、インボイス等） １通 

（ｃ）税関により訂正又は変更の承認を受けた旨を記載する（イ）に掲げる書面 １

通 

（新設） 

 

（４）略 

 

別表第１ 

（１）輸出に係る裏書情報入力項目 

申告項目 

注１ 

文字数 

注２ 

属性 

注３ 

備 考 

注４ 

繰返回数 

注５ 

申告番号 １１ 英数字 注６ １ 
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電子ライセンス番号 ２０ 英数字  １ 

取引明細項番 ３ 数 字 注７ １ 

申告予定年月日 ８ 数 字 yyyy/mm/dd 注８ １ 

積出港 ５ 英数字 注９ １ 

商品名 140 日本語  １ 

建値 ３ 英数字 別紙２（建値コード表） １ 

通貨 ３ 英数字 別紙１（通貨コード表） １ 

送状金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注10 １ 

欄番号 ２ 英数字 注11 ９９ 

単位 １０ 英数字 入力不可 注12 ９９ 

船積数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注10 ９９ 

＜入力注意事項＞ 

注１：各申告項目の入力すべき内容については、以下の注意事項によるものとする。 

注２：「文字数」の欄の数字は、対応する項目の内容を入力できる最大の文字数とする。 

注３：「属性」の欄中、数字及び英数字については１バイト符号とし、日本語については２バイト符号及び１バイト符号

混在可能とする。 

注４：「備考」の欄中、別紙の各コード表が記載されている申告項目は、当該コード表に基づき入力内容に対応するコー

ドを入力すること。 

注５：「繰返回数」の欄は、繰り返す最大の回数を表す。 

注６：税関への輸出申告を行う際の輸出申告番号（枝番を除く）を入力すること。 

注７：許可・承認・確認情報の電子ライセンスの欄において、商品名ごとに割り振られている番号をいう。 

注８：西暦で入力することとし、月及び日は１月の場合は“01”のように必ず２桁で力すること。注９：積出港に相当す

る UN/ECE RECOMMENDATION No.16(ECE/TRADE/227)において規定される国連 LOCODE(UN/LOCODE)を入力すること。 

注 10：整数部と小数部の間は「．（ピリオド）」を入力すること。また、整数部の３桁ごとの「，（カンマ）」は入力しな

いこと。 

注 11：欄番号とは税関へ輸出申告に当たりＮＡＣＣＳに登録した商品に関する事項が記載されている欄に付された番号

をいう。 

注 12：許可・承認・確認情報の電子ライセンスの項目において、商品ごとに記録されている単位が自動的に組み込まれ

るので船積数量の入力に当たっては留意すること。 

 

（２）輸入（金額割当又は金額により承認されたもの）に係る裏書情報入力項目 
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申告項目 

 注１ 

文字数 

注２ 

属性 

注３ 

備考 

注４ 

繰返回数 

注５ 

申告番号 １１ 英数字 注６ １ 

電子ライセンス番号 ２０ 英数字  １ 

申告予定年月日 ８ 数 字 yyyy/mm/dd 注７ １ 

商品名 140 日本語  １ 

建値 ３ 英数字 別紙２（建値コード表） １ 

通貨 ３ 英数字  １ 

金額通貨順序番号 ２ 数 字  １ 

送状金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ １ 

通関金額 １９ 数 字 整数部１４桁、小数部５桁 注８ １ 

ショーテイジ金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ 注９ １ 

ショーテイジ利用金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 １ 

金額備考 ７０ 日本語 注10 １ 

欄番号 ２ 英数字 注11 ９９ 

単位 １０ 英数字 別紙３（単位コード表） ９９ 

送状数量 １９ 数 字 整数部１２桁、小数部５桁 注８ ９９ 

＜入力注意事項＞ 

注１：各申告項目の入力すべき内容については、以下の注意事項によるものとする。 

注２：「文字数」の欄の数字は、対応する項目の内容を入力できる最大の文字数とする。 

注３：「属性」の欄中、数字及び英数字については１バイト符号とし、日本語については２バイト符号及び１バイト符号

混在可能とする。 

注４：「備考」の欄中、別紙の各コード表が記載されている申告項目は、当該コード表に基づき入力内容に対応するコー

ドを入力すること。 

注５：「繰返回数」の欄は、繰り返す最大の回数を表す。 

注６：税関への輸入申告を行う際の輸入申告番号（枝番を除く）を入力すること。 

注７：西暦で入力することとし、月及び日は１月の場合は“01”のように必ず２桁で入力すること。 

注８：整数部と小数部の間は「．（ピリオド）」を入力すること。また、整数部の３桁ごとの「，（カンマ）」は入力しない

こと。 

注９：通関時にショーテイジがあった場合、その金額を入力すること。 

注 10：ショーテイジの理由、商品の滅却の情報等、送状金額と輸入申告の金額が異なる場合の理由等を入力すること。 

注 11：欄番号とは税関へ輸入申告に当たりＮＡＣＣＳに登録した商品に関する事項が記載されている欄に付された番号
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をいう。 

 

（３）輸入（数量割当又は数量により承認されたもの）に係る裏書情報入力項目 

申告項目 

注１ 

文字数 

注２ 

属性 

注３ 

備考 

注４ 

繰返回数 

注５ 

申告番号 １１ 英数字 注６ １ 

電子ライセンス番号 ２０ 英数字  １ 

申告予定年月日 ８ 数 字 yyyy/mm/dd 注７ １ 

商品名 140 日本語  １ 

建値 ３ 英数字 別紙２（建値コード表） １ 

通貨 ３ 英数字 別紙１（通貨コード表） １ 

送状金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ １ 

欄番号 ２ 英数字 注９ ９９ 

単位 １０ 日本語 入力不可 注10 ９９ 

送状数量 １９ 数 字 整数部１２桁、小数部５桁 注８ ９９ 

通関数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ ９９ 

ショーテイジ数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ 注11 ９９ 

ショーテイジ利用数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 ９９ 

換算係数 ５ 数 字 注12 ９９ 

換算数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ 注13 ９９ 

数量備考 ７０ 日本語 注14 ９９ 

＜入力注意事項＞ 

注１：各申告項目の入力すべき内容については、以下の注意事項によるものとする。 

注２：「文字数」の欄の数字は、対応する項目の内容を入力できる最大の文字数とする。 

注３：「属性」の欄中、数字及び英数字については１バイト符号とし、日本語については２バイト符号及び１バイト符号

混在可能とする。 

注４：「備考」の欄中、別紙の各コード表が記載されている申告項目は、当該コード表に基づき入力内容に対応するコー

ドを入力すること。 

注５：「繰返回数」の欄は、繰り返す最大の回数を表す。 

注６：税関への輸入申告を行う際の輸入申告番号（枝番を除く）を入力すること。 

注７：西暦で入力することとし、月及び日は１月の場合は“01”のように必ず２桁で入力すること。 

注８：整数部と小数部の間は「．（ピリオド）」を入力すること。また、整数部の３桁ごとの「，（カンマ）」は入力しない
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こと。 

注９：欄番号とは税関へ輸入申告に当たりＮＡＣＣＳに登録した商品に関する事項が記載されている欄に付された番号

をいう。 

注 10：許可・承認・確認情報の「輸入の承認・輸入割当て」の電子ライセンスの項目に記録されている通貨が自動的に

組み込まれる。 

注 11：通関時にショーテイジがあった場合、その数量を入力すること。 

注 12：輸入する商品の形態により輸入する数量として換算数量を使用すべき旨の条件が許可・承認・確認情報に記録さ

れている場合は、当該商品の形態により換算数量を算出するための換算係数を当該商品の形態に従い選択するこ

と。 

注 13：輸入する商品の形態により輸入する数量として換算数量を使用すべき旨の条件が許可・承認・確認情報に記録さ

れている場合であって当該商品の形態により換算数量を算出するための換算係数が選択できない場合にのみ、当

該商品の形態に従い換算数量入力すること。 

注 14：ショーテイジの理由、商品の滅却の情報等、送状数量と輸入申告の数量が異なる場合の理由等を入力すること。 

 

（４）事前確認（めろ）に係る裏書情報入力項目   

申告項目 

注１ 

文字数 

注２ 

属性 

注３ 

備考 

注４ 

繰返回数 

注５ 

申告番号 １１ 英数字 注６ １ 

電子ライセンス番号 ２０ 英数字  １ 

取引明細項番 ３ 数 字 注６．７ １ 

申告予定年月日 ８ 数 字 yyyy/mm/dd 注７ １ 

建値 ３ 英数字 別紙２（建値コード表） １ 

通貨 ３ 英数字 別紙１（通貨コード表） １ 

送状金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ １ 

欄番号 ２ 英数字 注９ ９９ 

単位 １０ 日本語 入力不可 注10 ９９ 

送状数量 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８ ９９ 

＜入力注意事項＞ 

注１：各申告項目の入力すべき内容については、以下の注意事項によるものとする。 

注２：「文字数」の欄の数字は、対応する項目の内容を入力できる最大の文字数とする。 

注３：「属性」の欄中、数字及び英数字については１バイト符号とし、日本語については２バイト符号及び１バイト符号

混在可能とする。 

注４：「備考」の欄中、別紙の各コード表が記載されている申告項目は、当該コード表に基づき入力内容に対応するコー
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ドを入力すること。 

注５：「繰返回数」の欄は、繰り返す最大の回数を表す。 

注６：税関への輸入申告を行う際の輸入申告番号（枝番を除く）を入力すること。 

注７：西暦で入力することとし、月及び日は１月の場合は“01”のように必ず２桁で入力すること。 

注８：整数部と小数部の間は「．（ピリオド）」を入力すること。また、整数部の３桁ごとの「，（カンマ）」は入力しない

こと。 

注９：欄番号とは税関へ輸入申告に当たりＮＡＣＣＳに登録した商品に関する事項が記載されている欄に付された番号

をいう。 

注 10：許可・承認・確認情報の電子ライセンスの項目に記録されている単位（ＫＧ）が自動的に組み込まれる。 

 

（５）事前確認（ワシントン、かに、まぐろ及びオゾン）に係る裏書情報入力項目 

申告項目 

注１ 

文字数 

注２ 

属性 

注３ 

備考 

注４ 

繰返回数 

注５ 

申告番号 １１ 英数字 注６ １ 

電子ライセンス番号 ２０ 英数字  １ 

取引明細項番 ８ 数 字 注７ １ 

建値 ３ 英数字 別紙２（建値コード表）注11 １ 

通貨 ３ 英数字 別紙１（通貨コード表）注11 １ 

送状金額 １９ 数 字 整数部１３桁、小数部５桁 注８、注11 １ 

欄番号 ２ 英数字 注９ ９９ 

単位 １０ 日本語 入力不可 注10 ９９ 

送状数量 １９ 数 字 整数部１２桁、小数部５桁 注８ ９９ 

＜入力注意事項＞ 

注１：各申告項目の入力すべき内容については、以下の注意事項によるものとする。 

注２：「文字数」の欄の数字は、対応する項目の内容を入力できる最大の文字数とする。 

注３：「属性」の欄中、数字及び英数字については１バイト符号とし、日本語については２バイト符号及び１バイト符号

混在可能とする。 

注４：「備考」の欄中、別紙の各コード表が記載されている申告項目は、当該コード表に基づき入力内容に対応するコー

ドを入力すること。 

注５：「繰返回数」の欄は、繰り返す最大の回数を表す。 

注６：税関への輸入申告を行う際の輸入申告番号（枝番を除く）を入力すること。注７：電子ライセンスの商品名ごとに

割り振られている番号をいう。 

注８：整数部と小数部の間は「．（ピリオド）」を入力すること。また、整数部の３桁ごとの「，（カンマ）」は入力しない
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こと。 

注９：欄番号とは税関へ輸入申告に当たりＮＡＣＣＳに登録した商品に関する事項が記載されている欄に付された番号

をいう。 

注 10：許可・承認・確認情報の電子ライセンスの項目に記録されている単位が自動的に組み込まれる。 

注 11：「かに」及び「まぐろ」の場合は入力不可 

（削る） 別紙１ (通貨コード表) 

通貨コード 通 貨 

ＡＥＤ アラブ首長国連邦ディルハム 

ＡＲＳ アルゼンチン・ペソ 

ＡＵＤ オーストラリア・ドル 

ＢＤＴ バングラデシュ・タカ 

ＢＨＤ バーレーン・ディナール 

ＢＮＤ ブルネイ・ドル 

ＢＲＬ ブラジル・レアル 

ＣＡＤ カナダ・ドル 

ＣＨＦ スイス･フラン 

ＣＬＰ チリ・ペソ 

ＣＮＹ 中国元 

ＣＯＰ コロンビア・ペソ 

ＣＺＫ チェコ・コルナ 

ＤＫＫ デンマーク・クローネ 

ＥＵＲ ユーロ 

ＦＪＤ フィジー・ドル 

ＧＢＰ 英国ポンド 

ＨＫＤ 香港ドル 

ＨＵＦ ハンガリー・フォリント 

ＩＤＲ インドネシア・ルピア 

ＩＮＲ インド･ルピー 

ＩＱＤ イラク・ディナール 

ＩＲＲ イラン・リアル 

ＪＯＤ ヨルダン・ディナール 

ＪＰＹ 日本円 
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ＫＥＳ ケニア・シリング 

ＫＲＷ 韓国ウォン 

ＫＷＤ クウェート・ディナール 

ＬＫＲ スリランカ・ルピー 

ＭＡＤ モロッコ・ディルハム 

ＭＭＫ ミャンマー・チャット 

ＭＵＲ モーリシャス・ルピー 

ＭＸＮ メキシコ･ペソ 

ＭＹＲ マレーシア・リンギット 

ＮＧＮ ナイジェリア・ナイラ 

ＮＯＫ ノルウェー・クローネ 

ＮＺＤ ニュージーランド・ドル 

ＯＭＲ オマーン・リアル 

ＰＥＮ ペルー・ヌエボ・ソル 

ＰＧＫ パプアニューギニア・キナ 

ＰＨＰ フィリピン・ペソ 

ＰＫＲ パキスタン･ルピー 

ＰＬＮ ポーランド・ズロチ 

ＱＡＲ カタール・リアル 

ＲＷＦ ルワンダ・フラン 

ＲＵＢ ロシア・ルーブル 

ＲＯＮ ルーマニア・レイ 

ＳＡＲ サウジアラビア・リアル 

ＳＣＲ セーシェル・ルピー 

ＳＥＫ スウェーデン・クローネ 

ＳＧＤ シンガポール・ドル 

ＳＫＫ スロバキア・コルナ 

ＴＨＢ タイ・バーツ 

ＴＲＹ トルコ・リラ 

ＴＴＤ トリニダード・トバゴ・ドル 

ＴＷＤ 台湾ドル 

ＵＳＤ アメリカ･ドル 
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ＶＥＢ ベネズエラ・ボリーバル 

ＶＵＶ バヌアツ・バツ 

ＸＰＦ タヒチ・パシフィックフラン 

ＺＡＲ 南アフリカ・ラント 
 

(削る) 

 

別紙２ (建値コード表) 

建値コード 名 称 

ＥＸＷ 工場渡し 

ＦＣＡ 運送人渡し 

ＦＡＳ 船側渡し 

ＦＯＢ 本船積込渡し 

ＣＦＲ 運賃込み 

ＣＩＦ 運賃・保険料込み 

ＣＰＴ 運送費込み 

ＣＩＰ 輸送費・保険料込み 

ＤＡＦ 国境持込渡し 

ＤＥＳ 着船渡し 

ＤＥＱ 埠頭渡し 

ＤＤＵ 仕向地関税抜持込渡し 

ＤＤＰ 仕向地関税込持込渡し 

注：本コード表にない建値の場合は、原則として許可・承認・確認情報に記載される建値コードによるこ

と 

（削る） 別紙３ (単位コード表) 

数量単位

コード 
名 称 種 類 備 考 

ＮＯ ＲＡＷ ＮＵＭＢＥＲ 
個 数 個、本、枚、頭、羽、匹、

台、両、機、隻、着 

ＳＴ ＳＥＴＳ 個 数 組 

ＤＺ ＤＯＺＥＮ 個 数 ダース 

ＧＳ ＧＲＯＳＳ 個 数 グロス 

ＴＨ ＩＮ ＴＨＯＵＳＡＮＤＳ 個 数 千本、千枚 
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ＰＣ ＰＩＥＣＥＳ 個 数 個、枚 

ＰＲ ＰＡＩＲ 個 数 足、対 

Ｍ ＭＥＴＲＥＳ 長 さ メートル 

ＦＴ ＦＥＥＴ 長 さ フィート 

ＹＤ ＹＡＲＤＳ 長 さ ヤード 

ＳＭ ＳＱＵＡＲＥ ＭＥＴＲＥＳ 面 積 平方メートル 

ＳＦ ＳＱＵＡＲＥ ＦＥＥＴ 面 積 平方フィート 

ＳＹ ＳＱＵＡＲＥ ＹＡＲＤＳ 面 積 平方ヤード 

ＧＲ ＧＲＡＭＭＥＳ 質 量 グラム 

ＧＲＤＷ ＧＲＡＭＭＥＳ ＢＹ ＤＲＹ ＷＥＩＧＨＴ 質 量 グラム(乾燥重量) 

ＧＲＩＣ ＧＲＡＭＭＥＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮ

ＥＲＳ 

質 量 グラム(容器とも) 

ＧＲＩＩ ＧＲＡＭＭＥＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＩＮＮＥ

Ｒ ＰＡＣＫＩＮＧＳ 

質 量 グラム(内装とも) 

ＧＲＭＣ ＧＲＡＭＭＥＳ ＢＹ ＭＥＴＡＬ ＣＯＮ－Ｔ

ＥＮＴ 

質 量 グラム(金属含有量) 

ＫＧ ＫＩＬＯ－ＧＲＡＭＭＥＳ 質 量 キログラム 

ＫＧＤＷ ＫＩＬＯ－ＧＲＡＭＭＥＳ ＢＹ ＤＲＹ ＷＥ

ＩＧＨＴ 

質 量 キログラム(乾燥重量) 

ＫＧＩＣ ＫＩＬＯ－ＧＲＡＭＭＥＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧＣＯＮ

ＴＡＩＮＥＲＳ 

質 量 キログラム(容器とも) 

ＫＧＩＩ ＫＩＬＯ－ＧＲＡＭＭＥＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧＩＮＮ

ＥＲ ＰＡＣＫＩ－ＮＧＳ 

質 量 キログラム(内装とも) 

ＫＧＭＣ ＫＩＬＯ－ＧＲＡＭＭＥＳ ＢＹ ＭＥＴＡＬＣＯ

ＮＴＥＮＴ 

質 量 
キログラム( 金属含

有量) 

ＭＴ ＭＥＴＲＩＣ－ＴＯＮＳ 質 量 トン 

ＭＴＤＷ ＭＥＴＲＩＣ－ＴＯＮＳ ＢＹ ＤＲＹ ＷＥＩ

ＧＨＴ 

質 量 トン(乾燥重量) 
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ＭＴＩＣ ＭＥＴＲＩＣ－ＴＯＮＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧＣＯ

ＮＴＡＩＮＥＲＳ 

質 量 トン(容器とも) 

ＭＴＩＩ ＭＥＴＲＩＣ－ＴＯＮＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧＩＮ

ＮＥＲ ＰＡＣＫＩ－ＮＧＳ 

質 量 トン(内装とも) 

ＭＴＭＣ ＭＥＴＲＩＣ－ＴＯＮＳ ＢＹ ＭＥＴＡＬ Ｃ

ＯＮＴＥＮＴ 

質 量 トン(金属含有量) 

ＯＺ ＯＵＮＣＥ 質 量 オンス 

ＯＺＤＷ ＯＵＮＣＥ ＢＹ ＤＲＹ ＷＥＩＧＨＴ 質 量 オンス(乾燥重量) 

ＯＺＩＣ ＯＵＮＣＥ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮ

ＥＲＳ 

質 量 オンス(容器とも) 

ＯＺＩＩ ＯＵＮＣＥ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＩＮＮＥＲ 

ＰＡＣＫＩＮＧＳ 

質 量 オンス(内装とも) 

ＯＺＭＣ ＯＵＮＣＥ ＢＹ ＭＥＴＡＬ ＣＯＮＴＥＮＴ 質 量 オンス(金属含有量) 

ＬＢ ＰＯＵＮＤＳ 質 量 ポンド 

ＬＢＤＷ ＰＯＵＮＤＳ ＢＹ ＤＲＹ ＷＥＩＧＨＴ 質 量 ポンド(乾燥重量) 

ＬＢＩＣ ＰＯＵＮＤＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＣＯＮＴＡＩ

ＮＥＲＳ 

質 量 ポンド(容器とも) 

ＬＢＩＩ ＰＯＵＮＤＳ ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ ＩＮＮＥＲＰＡＣ

ＫＩＮＧＳ 

質 量 ポンド(内装とも) 

ＬＢＭＣ ＰＯＵＮＤＳ ＢＹ ＭＥＴＡＬ ＣＯＮＴＥＮＴ 質 量 ポンド(金属含有量） 

ＳＨＴＧ ＳＨＯＲＴ ＴＯＮ 質 量 ショートトン 

ＬＴ ＬＯＮＧ ＴＯＮ 質 量 ロングトン 

ＤＴ ＤＩＳＰＬＡ ＣＥＭＥＮＴ ＴＯＮＮＡＧＥ 質 量 排水トン数 

ＧＴ 
ＧＲＯＳＳ ＴＯＮＮＡＧＥ ＦＯＲ ＶＥＳＳＥＬ

Ｓ 

質 量 総トン数 

ＭＬ ＭＩＬＬＩ－ＬＩＴＲＥＳ 体 積 ミリリットル 

Ｌ ＬＩＴＲＥＳ 体 積 リットル 

ＫＬ ＫＩＬＯ－ＬＩＴＲＥＳ 体 積 キロリットル 
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ＣＭ ＣＵＢＩＣ ＭＥＴＲＥＳ 体 積 立方メートル 

ＣＦ ＣＵＢＩＣ ＦＥＥＴ 体 積 立方フィート 

ＣＹ ＣＵＢＩＣ ＹＡＲＤＳ 体 積 立方ヤード 

ＦＬＯＺ ＦＬＵＩＤ ＯＵＮＣＥ 体 積 液量オンス 

ＴＲＯＺ ＴＲＯＹ ＯＵＮＣＥ 体 積 トロンオンス 

ＰＴ ＰＩＮＴＳ 体 積 パイント 

ＱＴ ＱＵＡＲＴＳ 体 積 クオーター 

ＧＬ ＷＩＮＥ ＧＡＬＬＯＮＳ 体 積 ガロン(米) 

ＣＴ ＣＡＲＡＴＳ その他 カラット 

ＬＣ ＬＡＣＴＯＳＥ ＣＯＮＴＡＩＮＥＤ その他 
乳糖の含有量が 10％を

こえる％ 
 

別表 

（略）  

別表第２  

（略）  

 

 


